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生活衛生課

１．生活衛生関係対策について

＜総論＞

生活衛生関係営業については、平成２５年度予算案及び税制改正案、平成２４年度補正予

算において、その振興や活性化のための支援策を盛り込んでいる。

予算については、生活衛生関係営業対策事業費補助金について、７９７百万円を確保する

とともに、新規事業として、各生衛業が連携して商店街の活性化や高齢者の外出促進等につ

ながる事業が実施されるよう、都道府県の生活衛生営業指導センターがこれらの事業をサポ

ートするための経費を盛り込んでいる。また、被災した生活衛生関係営業者についても、引

き続き、支援に努めていくこととしている。

日本政策金融公庫の融資については、融資枠として１，１５０億円を確保するとともに、

東日本大震災復興特別貸付の貸付対象として運転資金を追加するなど、制度の拡充を行って

おり、日本政策金融公庫と連携を図りながら、生活衛生営業者を支援していくこととしてい

る。

さらに、税制についても、飲食店等の需要喚起に資する交際費課税の見直しを行うととも

に、各店舗の設備投資を支援するための特別償却・税額控除制度の創設等の税制改正が盛り

込まれている。

これらの支援策を活用し、生活衛生関係営業の振興・活性化や生活衛生水準の向上が効果

的に進められるよう、各都道府県においては、都道府県生活衛生営業指導センターも積極的

に活用し、その相談指導機能の充実を図るなど、必要な支援を行っていただくようお願いす

る。

また、生活衛生に係る住民の安心・安全の確保のためには、環境衛生監視員の監視指導の

計画的実施の推進など、行政による衛生規制はもとより、都道府県生活衛生営業指導センタ

ーや生活衛生同業者組合を積極的に活用するとともに、営業者の自主的な取組みを促進し、

これらの重層的な取組みを進めていくことが重要である。

生活衛生同業組合は、「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」に基づき、

生活衛生関係営業の業種毎に設立された団体であり、衛生施設の維持・向上や経営の健全化

のための役割を担っている。昨年７月の生活衛生課長通知でもお願いしているとおり、衛生

情報の周知など、生活衛生同業者組合の積極的な活用を図るとともに、新規開設営業者等に

対して、様々な機会をとらえ、生活衛生同業者組合等に関する情報提供を行っていただくよ

う、お願いする。
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＜各論＞

（１）生活衛生関係営業の振興について

①生活衛生営業指導センターによる支援について

各都道府県に設置されている生活衛生営業指導センターについては、生活衛生関

係営業に関する衛生施設の維持及び改善向上並びに経営の健全化について相談・指

導に応じること等を業務としており、その積極的な活用を図るとともに、相談指導

の充実のために、特段の配慮をお願いしたい。

また、平成25年度予算案においては、各生衛業の連携強化を通じた地域活性化事

業に係る経費を計上しており、都道府県生活衛生営業指導センターの総合調整機能

が重要となるので、配慮をお願いする。

都道府県生活衛生営業指導センターの補助事業等については、生活衛生関係営業

対策事業費補助金審査・評価会で審査やフォローアップを実施しており、これらの

意見等も踏まえ、より効果的な事業実施が図られるよう、引き続き、配慮をお願い

する。

②新規開設者等に対する生衛法に係る情報提供

生活衛生同業組合への加入は任意であるが、生衛法の趣旨、組合の活動内容、組

合加入により受けられる優遇措置等について、詳しく知らない新規開設者等がいる

ことも考えられるため、平成２３年７月２６日及び平成２４年７月３１日付けで発

出した生活衛生課長通知に基づき、新規開設者等に対し、生衛法の趣旨、関係する

組合の内容、所在地、連絡先等について、保健所窓口や生活衛生関係営業者に対す

る研修会等において情報提供をお願いしているところであり、引き続き、配慮をお

願いする。

③特例民法法人に対する指導について

従来の公益法人については、経過措置として５年間（平成２５年１１月３０日ま

で）に限り、特例民法法人として従前のとおり存続できるが、新法に適合するよう

所要の準備を行い、新制度の公益社団・財団法人又は一般社団・財団法人へ移行す

るよう指導をお願いしたい。

また、都道府県生活衛生営業指導センターの移行にあたっては、公益性の判断に

当たり、その公益性を踏まえ、所要の指導・助言等をお願いしたい。

（２）平成２５年度予算案について

平成２５年度予算案の主な内容は、以下のとおりである。

ア 生活衛生関係営業対策事業費補助金（７９７百万円）

全国生活衛生営業指導センターのシンクタンク機能の強化や都道府県生活衛

生営業指導センターの総合調整機能を強化する。

a．全国生活衛生営業指導センター

・生衛業の連携強化を通じた地域活性化事業及び組合活動活性化事業を新

たに計上
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ｂ．都道府県生活衛生営業指導センター

・生衛業の連携強化を通じた地域活性化事業を新たに計上

イ 被災した生活衛生関係営業者への支援（１１５百万円）【復興庁一括計上】

東日本大震災により被災した営業者自らが復興の担い手となるよう、被災し

た営業者の営業再開を支援する。

（３）平成２５年度税制改正案について

平成２５年度税制改正大綱(平成２５年１月２９日閣議決定)において、生活衛生

関係営業に関連する主な内容は、以下のとおりである。

ア 交際費課税の見直し〔法人税、法人住民税、事業税〕

中小法人の交際費課税の特例について、損金算入の限度額を800万円（現

行600万円）に引き上げるとともに、限度額までの交際費の全額を損金算入

可能とする。

イ 共同利用施設に係る特別償却制度の延長〔法人税〕

生活衛生同業組合等が共同利用施設を設置した場合に取得価額の６％の特

別償却を認める特例措置について、適用期限を２年間延長する。

ウ 商業・サービス業活性化税制の創設〔所得税、法人税、法人住民税、 事業

税〕

生活衛生関係営業者等が経営改善に関する指導・助言を受けて器具備品（3

0万円以上）及び建物附属設備（60万円以上）を取得した場合に、取得価額

の30％の特別償却又は7％の税額控除を認める措置を創設する。

（４）株式会社日本政策金融公庫の「生活衛生資金貸付」について

平成２５年度予算案においては、日本政策金融公庫の生活衛生貸付について、貸

付規模として１，１５０億円を確保し、生活衛生関係営業者の資金需要に適切に対

応することとしている。

各都道府県におかれては、生活衛生関係営業者の経営安定化等の支援のため、都

道府県生活衛生営業指導センターを活用するなどして、生活衛生資金貸付の概要等

について説明会を開催するなど、必要な情報提供や相談対応について、格別の配慮

をお願いする。

また、平成２５年度予算案において、生活衛生関係営業東日本大震災復興特別貸

付の資金使途に振興運転資金貸付を追加するなど、貸付条件の改善を行うとともに、

平成２４年度補正予算において、新規開業者や開業後概ね５年以内の雇用の維持・

拡大の場合の金利の引下げ措置や、日本政策金融公庫等の定期的な経営改善指導を

受ける者について金利の引下げ措置を講じたところであり、これらが有効に活用さ

れるよう、営業者に対する周知や相談対応をお願いする。
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（５）理容業・美容業について

①理容師・美容師養成施設の指定等について

理容師養成施設及び美容師養成施設の指定等については、各地方厚生（支）局に

おいて実施しているが、これらを円滑に実施するためには都道府県の御協力が不可

欠であり、今後とも情報提供や立入調査等について格別の御協力方お願いする。

②理容所及び美容所に対する指導監督について

理容所及び美容所に対する指導監督については、その衛生水準を確保するために

実施していただいているが、理容師又は美容師の資格を有しない者による理容行為

又は美容行為等不適切な業務や、理容所で美容師が働くといった混在勤務が行われ

ることのないよう、指導監督の徹底をお願いする。

③まつ毛エクステンション業について

まつ毛エクステンションについては、美容師免許を有しない営業者の実施したサ

ービスにより、健康を害した利用者が発生した事案を契機として、平成２０年及び

平成２２年に美容師が行う業務として通知し、まつ毛エクステンションの危害防止

のため、周知や指導監督をお願いしている。

一方で、美容師免許を有しない営業者が営業を行っているとの情報があり、まつ

毛エクステンションのサービスを受ける消費者の安全を基本として平成２３年１１

月より「生活衛生関係営業等衛生問題検討会」において、安全なまつ毛エクステン

ションの在り方について検討を始め、「まつ毛エクステンションの施術に係る論点

の整理」がとりまとめられた。これを踏まえ、平成２４年１１月、「まつ毛エクス

テンションによる安全性の確保」について、生活衛生課長通知を発出したところで

あり、引き続き、必要な指導監督をお願いする。

また、上記の「論点の整理」を踏まえ、まつ毛エクステンションの安全性を確保

するため、関係業界において検討委員会を設けて、検討が行われたところであり、

今後、生活衛生関係営業等衛生問題検討会に報告を予定している。

④エステ・美容医療サービスに関する消費者問題についての建議について

平成２３年１２月に消費者委員会委員長から厚生労働大臣に対して「エステ・美

容医療サービスに関する消費者問題についての建議」がなされ、健康被害等に関す

る情報の提供と的確な対応等に関して指摘されているところである。これを踏まえ、

昨年８月の通知により、消費者から寄せられたエステティックによる健康被害等に

関する情報への対応の状況について情報提供を行うとともに、寄せられた情報への

適切な対応をお願いしているところであり、引き続き、必要な対応を図るようお願

いしたい。

（６）旅館業に対する防火安全対策の徹底について

旅館業に対する防火安全対策については、従前より関係通知によりお願いしてい

るところであるが、昨年１０月、旅館等に係る消防法令及び建築基準法令に関する

調査結果が消防庁及び国土交通省から公表されたことを受け、昨年１０月９日に通

知を発出し、改めて、消防部局及び建築部局と連携の上で、関係法令を遵守し、消
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防機関等の指導・協力も得て、防火安全対策に遺漏なきよう、指導の徹底をお願い

しているところであり、引き続き、よろしくお願いする。

（７）公衆浴場等におけるレジオネラ症防止対策について

公衆浴場等を発生源とするレジオネラ症の発生・拡大防止については、各都道府

県で条例等を定め、営業者に対し指導していただいているが、引き続き、周知や指

導を行うとともに、レジオネラ症患者発生時における感染源の特定等、迅速な対応

をお願いする。

また、３月１２日の「生活衛生関係技術担当者研修会」において、レジオネラ症

の最新の動向、検査方法等の最新の知見等に関して専門家による説明を実施したと

ころであり、活用をいただきたい。

（８）クリーニング師の研修受講等の促進について

クリーニング師研修等事業については、平成２２年１０月から、その在り方につ

いて検討を行ったところであるが、その結果を踏まえ、研修の受講率については２

年間で大幅な向上を図ることとなっている。クリーニング師研修等を指定する各都

道府県においては、クリーニング師の研修等の受講について、受講対象者の明確化、

営業者に対する周知を徹底する等、受講促進のより一層の御配慮をお願いする。

（９）引火性溶剤を用いるドライクリーニング工場について

クリーニング業法に基づく届出等については、新たに引火性溶剤を用いるドライ

クリーニング工場が違法に立地することを防止する取組を進めるため、建築指導部

局等との連携に努めるようお願いしているが、昨年１１月の生活衛生課長通知のと

おり、既存のクリーニング所に係るクリーニング業法の取扱いに関しては、営業者

が病気や高齢等のために親族等の後継者へ地位を継承するために同法の第5条の規

定に基づく新たな届出が行われた場合は、相続によって地位の継承が行われた場合

に準じて、事業に切れ目の生じないように手続きが円滑に行われるよう、配慮をお

願いする。

また、クリーニング事業者が建築基準法の違反是正措置を講じるため、違反是正

に係る猶予期間、申請書類等の簡略化、申請手数料の減免等を講じている地方公共

団体も出てきている。特定行政庁と協議を行う際には、引き続き都道府県生活衛生

営業指導センターとともにご協力をお願いしたい。

（10）「地域保健対策の推進に関する基本的な指針」の改正とその対応について

近年の地域保健を取り巻く状況の変化に対応し、地域住民の健康の保持及び増進

並びに地域住民が安心して暮らせる地域保健の確保を図るため、地域保健対策検討

会で検討が行われ、昨年７月に「地域保健対策の推進に関する基本的な指針」が改

正された。このうち生活衛生対策については、生活衛生同業組合の機能や組織の活

性化、生活衛生関係営業に係る監視指導等が加えられた。

これを受けて、昨年７月に生活衛生課長通知を発出し、監視指導の計画的な実施
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や生活衛生同業組合の活用、都道府県生活衛生営業指導センターの活用をお願いし

ているところであり、引き続き、対応をお願いしたい。

（11）環境衛生監視指導研修について

本年度より、環境衛生監視員に対する研修会を国立保健科学院と連携して行って

おり、１月に研修を実施したところである。来年度も研修を予定しているので、ご

活用いただくようお願いしたい。

（12）振興指針について

本年度は、食鳥肉販売業について、厚生科学審議会生活衛生適正化分科会の審議

を踏まえ、３月に振興指針の改正（告示）を予定している。営業者や組合等が同指

針を有効に活用し、事業の振興や活性化が図られるよう、配慮をお願いしたい。

また、生活衛生同業組合が作成する振興計画の認定事務は地方厚生局が行うこと

となっているため、各都道府県においては、地方厚生局と連携を図るとともに、認

定を受けた組合において、毎事業年度終了後に提出する実施状況報告に加え、５年

計画の４年目及び５年目終了時に、４年間の実績まとめと自己評価(中間評価)及び

５年間の実績まとめと自己評価(事後評価)の報告を求めることしているので、当該

事務が円滑に実施されるよう、引き続き、ご協力をお願いする。

なお、平成２５年度は、理容業、美容業、クリーニング業、飲食店営業（すし業）、

興行場営業の振興指針の改正を予定している。

（13）標準営業約款の登録普及促進について

標準営業約款については、これまでクリーニング業、理容業及び美容業で設定さ

れており、平成１７年からはめん類飲食店業及び一般飲食店営業でも設定され、現

在５業種について設定されている。

財団法人全国生活衛生営業指導センターにおいて、平成元年度から毎年１１月を

「標準営業約款普及登録促進月間」と定め、特にこの期間における普及及び登録促

進を実施するほか、ホームページ（http://www.seiei.or.jp/anan/smark.html）や

広報誌への掲載等による広報を行っている。

各都道府県、保健所設置市及び特別区においても、約款の普及及び登録促進のた

め、地域広報誌への掲載、関係団体への協力依頼等を積極的に実施されるようご配

慮をお願いする。特に、消費者に最も身近な市町村レベルでの広報の活用は、本制

度の普及及び登録促進にとって効果的であるので、管内市町村等への要請方御配慮

願いたい。

また、平成２１年度から標準営業約款登録事業者に対しては、株式会社日本政策

金融公庫の融資が一層低利に受けられることから、都道府県センターと連携を図り

各営業者の登録促進に配慮願いたい。
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２．建築物衛生対策について

（１）建築物等の衛生対策について

特定建築物の衛生対策については、「建築物における衛生的環境の確保に関する

法律」（昭和４５年法律第２０号）に基づき推進しているところであるが、空気環

境の調整等の建築物環境衛生管理基準については、不適合率が高止まりしている。

引き続き立入検査等を通じた指導助言の強化をお願いしたい。

また、本年1月に「建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録につい

て」（平成14年3月26日付け健衛発第0326001号）の一部を改正し、ビルメンテナン

ス業者に係る従事者の研修について、研修内容は最新の知見を踏まえるとともに、

受講者の技能の程度に応じたものとすることが望ましいこととし、本年4月1日から

適用することとしているので、留意をお願いしたい。

（２）シックハウス対策について

住宅等の室内で建材から放散する化学物質等を原因とした室内空気汚染等による

健康影響の問題、シックハウス症候群については、様々な要因が複雑に関係してい

ると考えられ、これまで関係省庁において原因分析、防止対策、相談体制整備､研

究､汚染住宅の改修等の総合的な対策が行われてきたところである。このうち、厚

生労働省の主な取組は以下のとおりである。

① 室内空気中の化学物質による健康影響等に関する研究等について

シックハウス症候群の発生予防・症状軽減のための室内環境の実態調査と改善

対策に関する研究を行っている。

② 建材等から放散される化学物質の室内濃度指針値等の策定について

これまでにホルムアルデヒド等１３物質の室内濃度指針値とＴＶＯＣ（総揮発性

有機化合物）の暫定目標値のほか、「室内空気中化学物質の測定マニュアル」及び

「室内空気中化学物質についての相談マニュアル作成の手引き」を策定した。

なお、室内濃度指針値については、シックハウス（室内空気汚染）問題に関す

る検討会（医薬食品局が事務局）において、来年度以降見直す方向で検討が進め

られている。

③ シックハウス担当職員研修について

３月１２日の「生活衛生関係技術担当者研修会」において、シックハウス症候

群についても、上記の研究等の成果も交え、専門家による講演を実施したところ

であり、各都道府県等においては、これらも活用いただき、シックハウスに関す

る普及啓発や相談体制の充実について、引き続き、配慮をお願いしたい。

３．その他

（１）墓地を経営する特例民法法人に対する指導助言について

「公益法人制度改革に伴う「墓地経営・管理の指針」の解釈等について」（平成
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２０年８月１４日健衛発第０８１４００１号厚生労働省健康局生活衛生課長通知）」

において、「墓地経営・管理の指針」における公益法人には公益認定法人が該当す

る旨、お示ししている。

新公益法人制度が施行された平成２０年１２月１日以降、新たな墓地経営を行う

法人に対する墓地経営許可申請については、適切に対応いただいているものと考え

るが、移行期間の期限が本年１１月末となっているので、現在墓地経営を行ってい

る所管の特例民法法人に対しても、公益認定法人に移行することができるよう、所

要の指導・助言等をお願いしたい。

（２）広域火葬計画の策定と広域火葬体制について

「広域火葬計画の策定について」（平成９年１１月１３日衛企第１６２号厚生省

生活衛生局長通知）において、広域火葬計画の策定についてお願いをしているが、

東日本大震災の経験も踏まえると、万一の災害時においてご遺体を円滑に火葬する体

制を確保することが重要であり、広域的な火葬のための計画を策定し、他の都道府県

や関係事業者と物資の確保等に関する協定を締結する等の取組を進め、広域的な火葬

体制が確保されるよう、改めてお願いする。

（３）厚生労働大臣表彰について

当課所管の厚生労働大臣表彰については、以下のとおりであり、平成２５年度も

昨年同様に実施することとしているので、理容師美容師養成功労者については５月

末日まで、その他の表彰については６月末日までに被表彰者の推薦をお願いしたい。

① 生活衛生功労者表彰（表彰式典：平成２５年１０月２５日＜予定＞）

生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第２条第１項に規定す

る営業に関し、組織活動の推進、衛生措置の改善向上に特に顕著な功績があった

者を表彰。

② 理容師美容師養成功労者表彰（表彰式典：平成２５年８月上旬＜予定＞）

現に理容師又は美容師の養成施設経営者又は教職員であり、理容教育又は美容

教育の向上に特に顕著な功績があった者を表彰。

③ 建築物環境衛生功労者表彰（表彰式典：平成２６年１月下旬＜予定＞）

建築物環境衛生技術の向上、業界の指導育成等に特に顕著な功績があった者を

表彰。

（４）生活衛生営業経営特別相談員功労者に対する健康局長感謝状について

都道府県生活衛生営業指導センター設立の節目の年（１０年毎）において、生活

衛生営業経営特別相談員として、永年、生活衛生関係営業の経営指導、育成に精励

し、その功績が特に顕著と認められる者（同功績により都道府県知事の表彰又は感

謝状を受けたことがある者で、かつ、２期６年以上その職にあるものが条件）に対

し、健康局長感謝状の贈呈を行っていることから、該当する都道府県がある場合は、

推薦方お願いしたい。
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